
低所得者層多子世帯・ひとり親世帯の保育料軽減について 

 １. 多子世帯の保育料負担軽減について 

 世帯年収約３６０万円未満相当の世帯について現行制度では 

・１号認定子どもについては、小学校３年生まで 

・２･３号認定子どもについては、小学校就学前まで 

 としている保育料の多子計算に係る第１子の年齢制限を撤廃し、第２子を半額、第３子以降を無償化します。 

 

 

○１号認定子ども ○２・３号認定子ども 

 

 

 

 

 

 

※Ｄ４階層～Ｄ２９階層の世帯については対象外 

 ２. ひとり親世帯等の保育料負担軽減について 

世帯年収約３６０万円未満相当のひとり親世帯への優遇措置を拡充 

→ 第１子の保育料を半額、第２子以降の保育料を無償化します。 

○１号認定子ども ○２・３号認定子ども 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｄ５階層～Ｄ２９階層の世帯については対象外  

例１（１号認定子ども） 例２（２・３号認定子ども） 例１（１号認定子ども） 例２（２・３号認定子ども）

小学４年以上

※小学４年以上はカウントしない

小学３年～
　　　　小学１年

※小学１年以上はカウントしない

小学１年以上

（５歳） （５歳）

（４歳） （４歳）

（３歳） （３歳）

（２歳） （２歳）

（１歳） （１歳）

（０歳） （０歳）

対象外

対象外

第１子の

扱い

保育料

満額

第２子の

扱い

保育料

半額

第１子の

扱い

保育料

満額

第２子の

扱い

保育料

半額

第３子の

扱い
無償

第２子
保育料

半額

第３子 無償

第２子
保育料

半額

第３子 無償

第４子 無償

第１子

第１子

※多子計算に係る年齢制限を撤廃

第１子の年齢制限により第２子以降の 
負担軽減が限定的 

Ｄ３階層以下の世帯は第２子以降の 
負担軽減を完全実施 

資料４ 


